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標

担
当
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年
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年
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年
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年
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目
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値

（
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年
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達

成
状

況
目

標
値

（
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年
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長

期
計

画
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期
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お
け
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策
実

現
に
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す
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指

標
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変
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※
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築
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使
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に

よ
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す
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を
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を
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す
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１　施策が目指す江東区の姿

２　施策を実現するための取り組み

３－１　施策に影響を及ぼす環境変化（法改正・規制緩和・社会状況等）・区民要望・ニーズの変化

３－２　国・都などの方針・基準等に基づき実施するため区の権限が限定的な事業

現状値 目標値 指標
２６年度 ３１年度 担当課

16 ｇ 722
(25年度)

688 661
清掃リ
サイク
ル課

17 ｇ 542
(25年度)

498 469
清掃リ
サイク
ル課

18 ％ 25.7
(25年度)

28.0 29.6
清掃リ
サイク
ル課

19 ％ 70.97
(25年度)

71.68 71.14
清掃事
務所

区民１人当たり１日の資源・ごみの発
生量

区民１人当たり１日のごみの発生量

資源化率

大規模建築物事業者による事業系廃棄
物の再利用率

※指標のうち、網掛けは長期計画（後期）から新たに追加、もしくは内容を変更したもの
【参考】26年度の指標値　指標16：698　指標17：524　指標18：25.7　指標19：71.21

・H24年度　東日本大震災に伴う電力逼迫等の影響により
一般廃棄物の埋立量が増加。(埋立てる焼却灰の容量をさら
に半減させるスラグ化処理に多大の電力を消費するため、
震災後はこれを中止）
・H24.3　「持続可能な資源循環型地域社会の形成」を目指
し、江東区一般廃棄物処理基本計画を策定（第3次）
・H25.4　「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関す
る法律」の施行
・H25.5 国が「第3次循環型社会形成推進基本計画」を策定
・H25.10　水銀に関する水俣条約採択・署名
・H26.4　家電リサイクル法に定める家電4品目のうちの冷
蔵庫・冷凍庫に保冷庫・冷温庫（冷却や制御に電気を使用
するものに限る）が追加。
・H25、26年度　国において容器包装リサイクル法の見直
しを検討
・H27　「東京都「持続可能な資源利用」に向けた取組方
針」を策定
・H28.3　「東京都資源循環・廃棄物処理計画」を策定
・H29.3　新たな課題の対応や国・東京都の動向を踏まえ、
「江東区一般廃棄物処理基本計画」を策定（第4次）

・人口の増加傾向に比べ、ごみ量は微減傾向で推移して
いる。しかしながら、区民・事業者のごみ減量・資源分
別への取り組み意識が低下すれば、人口増加や景気の回
復に伴いごみ量は増加に転じ、環境負荷が増大すると考
えられ、循環型社会の構築が困難となる。
・中央防波堤外側埋立処分場及び新海面処分場は、東京
港最後の処分場であり、できる限りの延命化への取り組
みが必要である。
・人口増に伴うごみ量の増加により、収集回数について
検討する必要がある。
・水俣条約の発効を見据え、水銀含有物の適正処理が求
められる。
・東京2020オリンピック・パラリンピック開催に伴い、
環境に配慮した会場設営ならびに開催期間中のごみ処理
方法の検討が必要となる。
・３Ｒ(リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイ
クル(再生利用))のうち、リサイクルに比べて優先順位が
高いリデュース・リユースの取り組みがより進む社会経
済の構築が求められおり、今後、食品ロスをはじめとす
る資源ロスの削減に向けた取り組みが進んでいく。

４　施策実現に関する指標 単位 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

区民・事業者・区の連携による５Ｒの取り組みにより、環境負荷の少ない循環型社会が実現されて
います。

①循環型社会への啓発
区報やホームページ等、多様な情報媒体を活用するとともに、区民への直接的
な啓発活動、環境学習情報館「えこっくる江東」・区立小学校で行う環境学習
等を通して、循環型社会への啓発を行います。

②５Ｒ（リフューズ・リデュー
ス・リユース・リペア・リサイク
ル）の推進

買い物袋の持参や包装の簡素化に関するＰＲを行います。また、粗大ごみの再
利用、資源回収の拡大等、区民・事業者の５Ｒに対する取り組みを支援すると
ともに、更なるごみの減量に向けた取り組みを検討します。

５年前から現在まで 今後５年間の予測（このままだとどうなるか）

施策 4 循環型社会の形成

主管部長（課） 環境清掃部長（清掃リサイクル課）

関係部長（課）
環境清掃部長（清掃事務所）、土木部長
（施設保全課）

５　施策コストの状況

６　一次評価≪主管部長による評価≫

　(1)　施策実現に関する指標の進展状況

　(2)　施策における現状と課題

　(3)　今後５年間の施策の取り組みの方向性

◆平成21年3月からの分別基準の変更に伴い、ごみ・資源の分け方の周知徹底に努めてきた。◆３Ｒ（リデュース・リ
ユース・リサイクル）の考えをさらに進めた「５Ｒ（リフューズ・リデュース・リユース・リペア・リサイクル）」を
基本とする、更なるごみ減量に向けた啓発を行っている。◆区民１人当たり１日の資源・ごみ量は減少傾向で推移して
いるが、更なる減量に向け、新たな施策を展開していく必要がある。◆行政単独の取り組みだけでなく、区民・事業者
と協働し、自発的、積極的なごみ減量に向けた取り組みを行うことが重要である。◆区民・事業者の自主的な取り組み
を進める具体的な方法についての情報を共有するために、適切な情報収集と情報発信が求められている。◆家庭系燃や
すごみの組成調査における資源混入率は概ね20％程度に達しており、適切な分別について一層の周知徹底が必要であ
る。◆家庭系燃やすごみに占める生ごみの割合が、40％程度に達し、大きな比重を占めている。◆本区の人口が50万
人を超え、今後も人口増加が予測されることへの対応が求められる。また、増加傾向にある外国人住民や若年単身層へ
の適正排出や排出マナーの強化が必要となる。◆リサイクルパークを平成27年度をもって廃止したことに伴い、平成
28年度よりびん・缶・ペットボトルの中間処理を民間事業者に委託した。

◆循環型社会形成のためには、生産・消費に関わるすべての人たちがライフスタイルや事業活動を見直し、環境に配慮
した生活を意識する必要がある。このため、今まで以上に区民・事業者・区が連携し、啓発活動やシステム作りに取り
組むことが重要と考える。◆５Ｒの推進のためには、区民が知りたい情報を適切に発信する工夫が必要であり、区報等
の広報媒体の活用のほか、より利便性の高い媒体を利用した周知方法を検討する。◆ごみ減量意識の向上のため、学校
教育における環境学習の充実を図る。◆生ごみのリサイクルについて、地域での取り組みなど、一層の拡大のための施
策を検討する。◆目標の達成状況を管理し、事業の透明化を図るため、事業の点検・評価・見直しを行う仕組み（ＰＤ
ＣＡサイクル）による事業の進捗管理を行う。◆不燃ごみの資源化について平成27年度より3年間の試行実施を開始し
た。平成30年度以降の事業のあり方について、費用対効果もふまえ検証する。◆粗大ごみの資源化に向けた検討を行
う。◆水俣条約の発効を見据え、平成28年度途中より蛍光管等水銀含有廃棄物の適切な回収を実施した。 水銀含有廃
棄物は清掃工場へ与える影響も大きいことから今後も適正排出について周知が必要である。◆食品ロスの削減や使い捨
て型ライフスタイルの見直しなど、ごみを発生させない取り組みを促進していく。◆東日本大震災のような大規模災害
に伴う災害廃棄物に対し、今後、適正処理の準備等が必要となる。

人件費 1,752,005千円 1,580,563千円 1,671,312千円

【指標16】区民1人当たり1日の資源・ごみの発生量については、本区の５Ｒの取り組みにより減少傾向で推移してき
ており、目標値達成（平成31年度）に向けて進展している。
【指標17】区民1人当たり1日のごみの発生量については、正しい分別方法の周知等により減少傾向で推移してきてお
り、目標値達成（平成31年度）に向けて進展しているといえるが、更なる周知徹底が求められる。
【指標18】資源化率についてはここ数年横ばいで推移してきたが、平成27年度からの不燃ごみ資源化試行事業により
前年度と比較して2.3％増加した。
【指標19】大規模建築物事業者による事業系廃棄物の再利用率については、大規模建築物への立入調査を適宜行い、
事業系廃棄物の再利用の促進に関する指導及び助言を行うことにより、既に目標を達成した。

トータルコスト 6,820,749千円 6,508,558千円 6,820,849千円 0千円

事業費 5,068,744千円 4,927,995千円 5,149,537千円

２８年度予算 ２８年度決算（速報値） ２９年度予算 ３０年度予算



≪参考≫　平成27年度　行政評価（二次評価）結果

施策 4 循環型社会の形成

主管部長（課） 環境清掃部長（清掃リサイクル課）

関係部長（課）
環境清掃部長（清掃事務所）、土木部長（施設保全
課）

平成28年度　行政評価（二次評価）結果

・「５Ｒの推進」に関する啓発活動に引き続き積極的に取り組む。【環境清掃部】

・循環型社会形成のため、今まで以上に区民・事業者・区が連携し、国や都の動向を踏まえつつ、自発的かつ持
続可能な行動・活動に取り組めるような仕組みづくりに努める。【環境清掃部】

・ごみの減量化及びリサイクルの推進に関する事業の実施にあたっては、これらに要するコストの分析と費用対
効果の観点からの検証を確実に行い、効率化、コスト縮減に取り組む。【環境清掃部】

・ごみの減量化及びリサイクルの推進に関する啓発活動に積極的に取り組む。特に、５Ｒのうちリフューズ、リペ
アについては、それぞれ具体の方策や啓発を推進し、成果を明らかにする。【環境清掃部】

・循環型社会形成のために、今まで以上に区民・事業者・区が連携し、自発的かつ持続可能な行動・活動に取り
組めるような仕組みづくりに努める。【環境清掃部】

・ごみの減量化及びリサイクルの推進に関する事業の実施にあたっては、これらに要するコストの分析と費用対
効果の観点からの検証を行い、効率化、コスト縮減に取り組む。【環境清掃部】

これまでの取り組み状況

①

②

③

④

⑤

「５Ｒの推進」に関する啓発活動

取
り
組
み

平成28年9月より、水銀含有廃棄物の適正処理の観点から燃やさないごみの分別方法を変更した。それ
に伴い、「資源・ごみの分け方・出し方」パンフレットの改訂版を全戸配布し、周知徹底に努めるとともに、
そのほかの資源・ごみの排出方法についても区民へ再周知した。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

「５Ｒの推進」に関する啓発活動

取
り
組
み

資源・ごみの分別方法や収集曜日の周知は紙媒体のほか、ホームページでも行っているところであるが、
近年のスマートフォン普及率を鑑み、より利便性の高いスマートフォン向け資源・ごみの分別アプリを今年
度導入する。外国語にも対応したアプリの導入により、適正排出の促進や、外国人住民や若年単身層へ
の情報発信を強化し、排出マナーや分別意識の向上を図る。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

ごみ減量推進事業（アプリ導入及び運用保守委託）

国や東京都の動向を踏まえた自発的かつ持続可能な行動・活動に取り組めるような仕組みづくり

取
り
組
み

平成29年3月に「江東区一般廃棄物処理基本計画」を改定した。この計画には、国や東京都の動向を踏ま
えた上で、食品ロス削減などの新たな取り組みを含む具体的施策を盛り込んだ。また、国が基本的方向の
一つとして２Ｒ（リデュース（発生抑制）、リユース（再使用））の取り組みがより進む社会経済の構築を掲げ
ていることから、この２Ｒにリフューズ（断る）とリペア（修理）を加えた４Ｒの推進によるごみの発生抑制を、
基本方針の一つとして掲げた。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

ごみ減量推進事業（フードドライブの実施）

コストの分析と費用対効果等を踏まえた上での事業実施

取
り
組
み

平成27年度末にリサイクルパークを廃止し、平成28年度よりびん・缶・ペットボトルの中間処理を民間委託
した。リサイクルパークは稼働から20年以上が経過し、大規模改修やプラント機器の更新を控えていた
が、膨大な費用がかかることなどから、平成26年度に「江東区リサイクルパークあり方検討委員会」を開
き、検討を行った上でリサイクルパークの廃止を決定した。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

資源回収事業（びん・缶・ペット中間処理委託） リサイクルパーク管理運営事業（見直し）

コストの分析と費用対効果等を踏まえた上での事業実施

取
り
組
み

持続可能な循環型社会を形成するため、平成27年度から、これまで埋立処分していた不燃ごみの全量を
資源化する事業を実施している。これにより、ごみ量及び埋立処分量の削減と資源化率の向上に寄与し
ている。不燃ごみを東京二十三区清掃一部事務組合の施設で処理をしないことに伴う同組合の分担金の
削減はみられるものの、資源化にはそれ以上の経費がかかることから、3年間の試行事業としている。平
成30年度以降の実施については、埋立処分場延命効果や資源化に伴う費用対効果を検証した上で事業
を継続していく。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

不燃ごみ資源化事業
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都市整備部長 吉 川 甲 次
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土木部　交通対策課　交通係長 田 中 勝 朗

土木部　交通対策課　自転車対策係長 小 川 嘉 則

土木部　交通対策課　地下鉄8号線事業推進担
当係長

大 田 修 一
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◎は主管部長、○は主管課長



モ
ニ

タ
ー

⑪

モ
ニ

タ
ー

⑱

モ
ニ

タ
ー

⑲

〔
席

次
表

〕
施

策
３

１

平
成

29
年

7
月

20
日

（木
）

江
東

区
役

所
７

階
　

第
７

１
会

議
室

モ
ニ

タ
ー

③
財

政
課

長
予

算
担

当
係

長

モ
ニ

タ
ー

⑫
モ

ニ
タ

ー
④

企
画

課
長

企
画

担
当

係
長

藤
枝

委
員

≪
班

長
≫

塚
本

委
員

布
施

委
員

モ
ニ

タ
ー

⑬
モ

ニ
タ

ー
⑤

政
策

経
営

部
長

道
路

課
長

交
通

対
策

課
長

土
木

部
長

都
市

整
備

部
長

都
市

計
画

課
長

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

長
企

画
担

当

モ
ニ

タ
ー

⑭
モ

ニ
タ

ー
⑥

計
画

推
進

担
当

課
長

企
画

担
当

モ
ニ

タ
ー

⑮
モ

ニ
タ

ー
⑦

工
事

係
長

地
下

鉄
8
号

線
事

業
推

進
担

当
係

長

施
設

保
全

課
長

交
通

係
長

自
転

車
対

策
係

長
ま

ち
づ

く
り

担
当

係
長

モ
ニ

タ
ー

①
予

算
担

当

モ
ニ

タ
ー

⑯
モ

ニ
タ

ー
⑧

橋
梁

係
長

モ
ニ

タ
ー

②

モ
ニ

タ
ー

⑰
モ

ニ
タ

ー
⑨

マ
イ

ク
①

マ
イ

ク
②

入
口

入
口

モ
ニ

タ
ー

⑩
企 画 課 使 用

傍
聴

席
傍

聴
席

傍
聴

席
傍

聴
席



数
値

取
得

方
法

指
標

担
当

課
23

年
度

24
年

度
25

年
度

26
年

度
目

標
値

（
26

年
度

）
達

成
状

況
目

標
値

（
31

年
度

）
長

期
計

画
（後

期
）に

お
け

る
「施

策
実

現
に

関
す

る
指

標
」

新
規

変
更

22
年

度

※
平

成
22

～
26

年
度

の
現

状
値

は
、

長
期

計
画

（後
期

）策
定

時
（平

成
27

年
3月

）に
判

明
し

て
い

た
数

値

施
策

実
現

に
関

す
る

指
標

に
係

る
現

状
値

の
推

移
（

平
成

2
2
～

2
6
年

度
）

1
2
3

無
電

柱
化

道
路

延
長

（
区

道
）

1
5
,8

3
0
1
5
,8

3
0
1
6
,4

6
0
1
6
,9

4
8

―
1
6
,6

2
0
m

○
2
3
,2

1
0
m

業
務

取
得

道
路

課

1
2
4

都
市

計
画

道
路

の
整

備
率

8
7
.0

8
7
.3

8
7
.3

9
2
.3

―
―

―
業

務
取

得
都

市
計

画
課

1
2
5

交
通

事
故

発
生

件
数

1
,6

3
1
1
,5

0
6
1
,4

1
9
1
,2

6
0

―
―

―
業

務
取

得
交

通
対

策
課

1
2
6

自
転

車
事

故
発

生
件

数
○

―
―

―
4
7
3

―
―

業
務

取
得

交
通

対
策

課

1
2
7

駅
周

辺
の

放
置

自
転

車
数

2
,6

7
2
2
,3

1
5
1
,8

7
6
1
,8

7
4

―
2
,5

1
0
台

○
1
,5

1
0
台

業
務

取
得

交
通

対
策

課

1
2
8

区
内

自
転

車
駐

車
場

の
駐

車
可

能
台

数
2
0
,1

0
3
 2

0
,1

8
7
 2

0
,3

7
9
 2

0
,2

9
0

―
2
1
,2

4
0台

2
2
,9

1
0台

業
務

取
得

交
通

対
策

課

1
2
9

電
車

や
バ

ス
で

便
利

に
移

動
で

き
る

と
思

う
区

民
の

割
合

5
8
.8

5
5
.9

6
0
.8

6
0
.9

5
9
.0

%
6
6
%
6
6
%

区
民

ア
ン

ケ
ー

ト
交

通
対

策
課

施 策 3
1



　
※

 
は

主
要

ハ
ー

ド
、
 

は
主

要
ソ

フ
ト

事
業

を
表

す
施 策 の 大 綱

基 本 施 策

施 策

施 策 を 実 現

す る た め の

取 り 組 み ―

事
務

事
業

名
称

2
9

年
度

予
算

額
（

千
円

）

2
8

年
度

予
算

額
（

千
円

）

前
年

比
増

減
改

善
方

向
事

　
業

　
概

　
要

8
,4

0
3
,9

5
0
8
,6

5
5
,0

9
2

△
 2

.9
%

6
,1

1
4
,4

8
6
6
,1

3
3
,9

1
6

△
 0

.3
%

5
,5

3
2
,7

9
3
5
,5

5
2
,9

4
0

△
 0

.4
%

4
,0

0
3
,6

1
3
4
,6

6
9
,4

5
0

△
 1

4
.3

%
1

公
共

用
地

調
査

測
量

事
業

7,
73

17
,7

35
△

 0
.1

%
維

持
工

事
に

伴
う

境
界

等
の

測
量

及
び

道
路

区
域

の
変

更
資

料
の

作
成

並
び

に
道

路
用

地
取

得
に

伴
う

図
書

等
の

作
成

。
2

道
路

事
務

所
管

理
運

営
事

業
55

,6
72

99
,3

31
△

 4
4.

0%
維

持
事

務
所

施
設

の
維

持
管

理
及

び
道

路
事

業
の

運
営

。

3
道

路
台

帳
管

理
事

業
17

,0
48

13
,0

86
30

.3
%

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

特
別

区
道

及
び

区
有

通
路

等
の

管
理

図
面

の
管

理
及

び
修

正
。

29
年

度
は

、
区

民
サ

ー
ビ

ス
向

上
の

た
め

、
道

路
台

帳
配

信
シ

ス
テ

ム
の

更
新

を
実

施
。

4
道

路
区

域
台

帳
整

備
事

業
34

,9
73

24
,1

07
45

.1
%

維
持

道
路

法
第

18
条

に
基

づ
く
道

路
区

域
の

範
囲

を
明

確
に

す
る

た
め

の
台

帳
の

整
備

。
 

5
地

籍
調

査
事

業
31

,6
87

25
,8

36
22

.6
%

維
持

災
害

復
旧

の
迅

速
化

や
ま

ち
づ

く
り

の
円

滑
な

推
進

の
た

め
、

境
界

等
を

明
確

に
す

る
た

め
の

調
査

。

6
道

路
維

持
管

理
事

業
32

3,
63

63
06

,2
41

5.
7%

維
持

道
路

の
維

持
管

理
。

 
区

道
：　

　
　

延
長

　
31

2,
28

6
ｍ

　
面

積
　

3,
02

8,
62

8
㎡

 
区

有
通

路
等

：延
長

　
 2

8,
41

0
ｍ

　
面

積
　

　
13

4,
54

6
㎡

 

7
道

路
清

掃
事

業
21

0,
46

61
91

,7
22

9.
8%

維
持

区
道

及
び

駅
前

広
場

の
清

掃
。

 
車

道
・歩

道
清

掃
：
51

3,
19

2
ｍ

駅
前

広
場

清
掃

　
：
9
駅

 
8

道
路

改
修

事
業

72
6,

66
03

86
,5

34
88

.0
%

維
持

破
損

の
著

し
い

路
線

を
年

間
計

画
に

基
づ

き
改

修
。

 
改

修
面

積
：年

間
30

,0
00

㎡
 

 
9

都
市

計
画

道
路

補
助

11
5号

線
整

備
事

業
30

6,
99

11
,3

49
,4

74
△

 7
7.

3%
維

持

区
部

に
お

け
る

都
市

計
画

道
路

整
備

方
針

第
3次

事
業

化
計

画
に

基
づ

き
、

補
助

11
5
号

線
を

整
備

。
 

事
業

期
間

：
23

～
28

年
度

　
用

地
買

収
 

　
　

　
　

　
28

～
31

年
度

　
整

備
工

事
総

事
業

費
：
36

億
4,

73
0
万

4,
00

0
円

 
10

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

会
場

周
辺

路
線

無
電

柱
化

事
業

50
6,

31
83

7,
61

81
24

5.
9%

維
持

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ

ク
会

場
周

辺
路

線
（辰

巳
・東

雲
地

区
）の

無
電

柱
化

を
実

施
。

 
事

業
期

間
：
26

～
27

年
度

　
 設

計
　

　
　

　
　

28
～

31
年

度
　

移
設

・工
事

総
事

業
費

：
15

億
9,

18
0
万

6,
00

0
円

 
11

仙
台

堀
川

公
園

周
辺

路
線

無
電

柱
化

事
業

04
7,

34
2

皆
減

維
持

 
12

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・
パ

ラ
リ

ン
ピ

ッ
ク

会
場

周
辺

路
線

遮
熱

性
舗

装
整

備
事

業
88

,4
74

0
皆

増
新

規

東
京

オ
リ

ン
ピ

ッ
ク

・パ
ラ

リ
ン

ピ
ッ

ク
会

場
周

辺
路

線
（潮

見
・辰

巳
・東

雲
・有

明
地

区
）に

遮
熱

性
舗

装
を

実
施

。
事

業
期

間
：
29

～
31

年
度

総
整

備
延

長
：
4,

02
6
ｍ

総
事

業
費

：
7
億

6,
06

1
万

9,
00

0
円

13
音

楽
道

路
事

業
40

4,
67

7
△

 9
9.

1%
維

持
音

楽
を

奏
で

る
道

路
を

整
備

す
る

た
め

の
調

査
等

を
実

施
。

 
14

新
木

場
地

区
等

震
災

道
路

復
旧

事
業

02
36

,3
81

皆
減

廃
止

（事
業

終
了

）

15
私

道
整

備
助

成
事

業
12

0,
00

01
35

,0
00

△
 1

1.
1%

維
持

私
道

及
び

私
道

内
下

水
施

設
の

改
修

等
の

助
成

。
 

私
道

整
備

助
成

：　
　

　
17

件
 

私
道

内
下

水
施

設
助

成
：
14

件
 

16
橋

梁
維

持
管

理
事

業
25

,7
08

33
,1

68
△

 2
2.

5%
維

持
補

修
等

に
よ

る
橋

梁
の

維
持

管
理

。
 

鋼
橋

：　
　

　
　

　
 8

0
橋

　
延

長
 4

,7
16

ｍ
  
面

積
 6

2,
07

6
㎡

 
コ

ン
ク

リ
ー

ト
橋

：
  

3
橋

　
延

長
  

 1
66

ｍ
　

面
積

  
3,

79
3
㎡

 

 
17

橋
梁

塗
装

補
修

事
業

14
6,

94
81

43
,5

88
2.

3%
維

持

老
朽

化
し

た
橋

梁
の

塗
装

 。
対

象
：千

砂
橋

　
　

　
　

　
　

 　
　

1,
08

2
㎡

　
　

　
清

澄
橋

 　
　

　
　

　
　

　
　

1,
42

0
㎡

　
　

　
東

陽
橋

 　
　

　
　

　
　

　
　

6,
14

8
㎡

　
　

　
大

島
八

丁
目

横
断

歩
道

橋
 　

　
52

8
㎡

 
18

橋
梁

耐
震

調
査

事
業

30
,7

80
32

,4
00

△
 5

.0
%

維
持

都
の

耐
震

対
策

実
施

方
針

を
踏

ま
え

、
対

象
と

な
る

道
路

橋
23

橋
の

耐
震

診
断

を
28

年
度

か
ら

の
3年

間
で

実
施

。

05
住

み
よ

さ
を

実
感

で
き

る
世

界
に

誇
れ

る
ま

ち
11

快
適

な
暮

ら
し

を
支

え
る

ま
ち

づ
く
り

31
便

利
で

快
適

な
道

路
・交

通
網

の
整

備
31

01
安

全
で

環
境

に
配

慮
し

た
道

路
の

整
備



　
※

 
は

主
要

ハ
ー

ド
、
 

は
主

要
ソ

フ
ト

事
業

を
表

す
施 策 の 大 綱

基 本 施 策

施 策

施 策 を 実 現

す る た め の

取 り 組 み ―

事
務

事
業

名
称

2
9

年
度

予
算

額
（

千
円

）

2
8

年
度

予
算

額
（

千
円

）

前
年

比
増

減
改

善
方

向
事

　
業

　
概

　
要

 
19

清
水

橋
改

修
事

業
25

,3
43

40
06

23
5.

8%
維

持

老
朽

化
が

進
ん

だ
清

水
橋

を
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
に

基
づ

き
改

修
。

事
業

期
間

：
25

年
度

　
　

　
設

計
　

　
　

　
　

31
～

33
年

度
　

工
事

総
事

業
費

：
8
億

2,
79

6
万

円

 
20

新
高

橋
改

修
事

業
10

8,
90

06
00

18
05

0.
0%

維
持

老
朽

化
が

進
ん

だ
新

高
橋

を
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
に

基
づ

き
改

修
 。

事
業

期
間

：
27

年
度

　
　

　
設

計
 

　
　

　
　

　
29

～
30

年
度

　
工

事
総

事
業

費
：
1
億

9,
33

2
万

円

 
21

弁
天

橋
改

修
事

業
45

,4
68

0
皆

増
新

規

老
朽

化
が

進
ん

だ
弁

天
橋

を
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
に

基
づ

き
改

修
。

事
業

期
間

：
29

年
度

　
　

　
設

計
　

　
　

　
　

31
～

33
年

度
　

工
事

総
事

業
費

：
5
億

1,
53

2
万

2,
00

0
円

 
22

御
船

橋
改

修
事

業
40

04
3,

74
0

△
 9

9.
1%

維
持

老
朽

化
が

進
ん

だ
御

船
橋

を
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
に

基
づ

き
改

修
。

 
事

業
期

間
：
28

年
度

　
　

　
設

計
 

　
　

　
　

　
30

～
32

年
度

　
工

事
総

事
業

費
：
6
億

3,
72

1
万

5,
00

0
円

 
23

雲
雀

橋
改

修
事

業
50

5,
40

02
00

,3
00

15
2.

3%
維

持

老
朽

化
が

進
ん

だ
雲

雀
橋

を
橋

梁
長

寿
命

化
修

繕
計

画
に

基
づ

き
改

修
。

 
事

業
期

間
：
26

年
度

　
　

　
設

計
 

　
　

　
　

　
28

～
30

年
度

　
工

事
総

事
業

費
：
9
億

7,
44

3
万

4,
00

0
円

 
24

豊
島

橋
撤

去
事

業
80

,0
20

85
,1

30
△

 6
.0

%
維

持

老
朽

化
が

進
ん

で
お

り
、

橋
梁

形
態

を
と

ら
な

く
て

も
よ

い
豊

島
橋

を
落

橋
し

、
道

路
形

態
に

整
備

。
事

業
期

間
：
25

年
度

　
　

　
設

計
　

　
　

　
　

28
～

29
年

度
　

工
事

総
事

業
費

：
1
億

8,
01

3
万

2,
00

0
円

 
25

中
川

大
橋

改
修

事
業

02
57

,4
83

皆
減

廃
止

（事
業

終
了

）

 
26

三
島

橋
改

修
事

業
01

75
,0

14
皆

減
廃

止
（事

業
終

了
）

27
街

路
灯

維
持

管
理

事
業

31
3,

12
73

67
,2

70
△

 1
4.

7%
維

持
街

路
灯

及
び

橋
梁

灯
の

維
持

管
理

。
 

街
路

灯
：
14

,1
27

基
 

橋
梁

灯
：
 2

,0
15

基

 
28

街
路

灯
改

修
事

業
14

8,
61

91
37

,5
81

8.
0%

維
持

区
道

に
設

置
し

て
い

る
老

朽
化

し
た

街
路

灯
を

改
修

。
 

改
修

基
数

：
56

9
基

29
防

犯
灯

維
持

管
理

助
成

事
業

19
,3

04
19

,3
04

0.
0%

維
持

私
道

防
犯

灯
の

維
持

費
及

び
設

置
費

の
助

成
。

 
維

持
費

助
成

：
4,

65
0
基

 
設

置
費

助
成

：
  

 6
0
基

30
交

通
安

全
施

設
維

持
管

理
事

業
79

,0
60

89
,9

22
△

 1
2.

1%
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ

交
通

安
全

施
設

の
維

持
管

理
。

 
防

護
柵

　
　

　
：
12

6,
79

3
ｍ

 
道

路
反

射
鏡

　
：　

1,
35

7
基

 
道

路
標

識
　

　
：　

1,
52

8
基

 
誘

導
ブ

ロ
ッ

ク
：　

4,
70

0
ｍ

 
29

年
度

は
、

地
点

名
板

の
英

語
併

記
を

実
施

。
31

掘
さ

く
道

路
復

旧
事

業
42

,7
60

31
,2

78
36

.7
%

維
持

公
益

事
業

者
の

掘
削

工
事

、
自

費
復

旧
工

事
等

の
指

導
、

監
督

。

32
新

木
場

地
区

移
管

道
路

改
修

事
業

2,
08

01
87

,1
88

△
 9

8.
9%

維
持

東
京

都
港

湾
局

道
路

の
移

管
に

伴
う

道
路

整
備

受
託

工
事

。
 

移
管

箇
所

：有
明

三
丁

目
 

移
管

延
長

：
34

0.
0
ｍ

 
移

管
面

積
：
8,

50
0
㎡



　
※

 
は

主
要

ハ
ー

ド
、
 

は
主

要
ソ

フ
ト

事
業

を
表

す
施 策 の 大 綱

基 本 施 策

施 策

施 策 を 実 現

す る た め の

取 り 組 み ―

事
務

事
業

名
称

2
9

年
度

予
算

額
（

千
円

）

2
8

年
度

予
算

額
（

千
円

）

前
年

比
増

減
改

善
方

向
事

　
業

　
概

　
要

5
1
1
,7

0
3
3
6
6
,1

5
7
3
9
.7

%

1
交

通
傷

害
保

険
事

業
2,

90
62

,9
46

△
 1

.4
%

維
持

交
通

事
故

に
よ

り
災

害
を

受
け

た
場

合
や

自
転

車
運

転
中

の
事

故
に

よ
り

加
害

者
と

な
っ

た
場

合
の

救
済

及
び

補
償

と
し

て
、

少
額

の
負

担
で

誰
で

も
加

入
で

き
る

保
険

制
度

を
運

営
。

　
 

加
入

者
数

：
2
万

8,
22

2
人

 
交

通
傷

害
：補

償
限

度
額

60
0
万

円
（掛

金
2,

90
0
円

）
 

自
転

車
賠

償
：補

償
限

度
額

1,
00

0
万

円
（掛

金
30

0円
）

2
交

通
災

害
見

舞
金

支
給

事
業

1,
00

01
,0

00
0.

0%
維

持
交

通
事

故
に

よ
り

、
死

亡
な

い
し

重
度

障
害

（労
災

1級
相

当
）と

な
っ

た
場

合
に

弔
慰

・見
舞

金
を

支
給

。
 

見
舞

金
：
1
件

あ
た

り
50

万
円

3
交

通
安

全
普

及
啓

発
事

業
13

,1
09

13
,3

61
△

 1
.9

%
維

持
交

通
安

全
意

識
の

高
揚

を
図

る
た

め
に

交
通

安
全

運
動

等
を

開
催

。
 

春
・秋

交
通

安
全

運
動

、
交

通
安

全
の

つ
ど

い
及

び
高

齢
者

交
通

安
全

教
室

等
を

行
う

と
と

も
に

、
中

学
校

及
び

都
立

高
校

に
お

い
て

、
区

民
も

参
加

で
き

る
ス

タ
ン

ト
マ

ン
活

用
自

転
車

安
全

教
室

を
実

施
。

 

4
道

路
占

用
許

可
事

業
11

,1
40

5,
53

01
01

.4
%

維
持

区
が

管
理

す
る

道
路

の
占

用
申

請
受

付
及

び
許

可
。

 道
路

占
用

物
件

実
態

調
査

を
28

年
度

か
ら

の
3年

間
で

実
施

。
申

請
件

数
：
61

5
件

5
公

有
地

等
管

理
適

正
化

事
業

15
,6

33
15

,6
33

0.
0%

維
持

土
木

部
所

管
の

法
定

外
公

共
物

の
払

下
げ

に
よ

る
管

理
適

正
化

。
6

道
路

監
察

指
導

事
業

7,
41

61
0,

46
1

△
 2

9.
1%

維
持

道
路

の
適

正
な

管
理

を
図

る
た

め
の

巡
回

及
び

監
察

指
導

。

7
公

益
事

業
者

占
用

管
理

事
業

8,
26

28
,6

95
△

 5
.0

%
維

持
区

が
管

理
す

る
道

路
の

占
用

申
請

受
付

及
び

許
可

、
道

路
占

用
工

事
の

調
整

及
び

管
理

。
申

請
件

数
：
1,

77
1
件

8
放

置
自

転
車

対
策

事
業

18
8,

00
21

52
,2

24
23

.5
%

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

放
置

自
転

車
の

撤
去

及
び

返
還

業
務

。
 

撤
去

台
数

：自
転

車
　

　
　

　
　

20
,0

00
台

 
　

　
　

　
：原

動
機

付
自

転
車

　
  

 1
50

台
 

29
年

度
は

、
区

内
の

放
置

自
転

車
実

態
調

査
を

実
施

。
ま

た
、

老
朽

化
し

た
放

置
禁

止
区

域
看

板
の

更
新

・多
言

語
化

を
実

施
。

9
自

転
車

駐
車

場
管

理
運

営
事

業
42

,7
94

39
,2

59
9.

0%
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
自

転
車

駐
車

場
49

か
所

の
管

理
運

営
。

29
年

度
は

、
老

朽
化

に
伴

う
亀

戸
駅

東
口

自
転

車
駐

車
場

の
建

替
え

を
実

施
（

9
月

竣
工

予
定

）。
10

民
営

自
転

車
駐

車
場

補
助

事
業

10
,0

00
0

皆
増

新
規

民
地

等
を

活
用

し
た

民
営

自
転

車
駐

車
場

の
設

置
に

要
す

る
費

用
を

補
助

。

11
自

転
車

通
行

空
間

整
備

事
業

15
9,

92
45

1,
62

82
09

.8
%

維
持

区
道

に
ナ

ビ
マ

ー
ク

・ナ
ビ

ラ
イ

ン
を

表
示

し
、

自
転

車
通

行
空

間
を

整
備

。
整

備
延

長
：
24

.1
7k

m

12
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
サ

イ
ク

ル
推

進
事

業
51

,5
17

65
,4

20
△

 2
1.

3%
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
臨

海
部

で
展

開
し

て
い

る
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
サ

イ
ク

ル
を

、
28

年
度

か
ら

の
3年

間
で

区
内

全
域

へ
拡

大
。

29
年

度
は

、
深

川
北

・城
東

エ
リ

ア
内

25
箇

所
に

サ
イ

ク
ル

ポ
ー

ト
を

設
置

。
1
,0

1
7
,4

7
7
5
1
7
,3

3
3
9
6
.7

%
1

地
下

鉄
８

・
１

１
号

線
建

設
促

進
事

業
3,

77
03

,7
35

0.
9%

維
持

地
下

鉄
8・

11
号

線
延

伸
計

画
の

早
期

実
現

を
図

る
た

め
の

支
援

。

2
地

下
鉄

８
号

線
建

設
基

金
積

立
金

1,
00

0,
00

05
00

,0
00

10
0.

0%
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
地

下
鉄

8号
線

の
建

設
に

要
す

る
経

費
に

充
て

る
た

め
の

積
立

て
。

29
年

度
は

、
地

下
鉄

8号
線

延
伸

に
向

け
た

取
組

を
加

速
さ

せ
る

た
め

、
基

金
積

立
額

を
10

億
円

に
積

み
増

し
。

3
江

東
区

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

バ
ス

運
行

事
業

13
,7

07
13

,5
98

0.
8%

維
持

南
部

地
域

に
お

け
る

交
通

不
便

を
解

消
す

る
と

と
も

に
、

交
通

弱
者

の
生

活
支

援
を

図
る

た
め

、
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
を

運
行

。

31
02

通
行

の
安

全
性

と
快

適
性

の
確

保

31
03

公
共

交
通

網
の

充
実



１　施策が目指す江東区の姿

２　施策を実現するための取り組み

３－１　施策に影響を及ぼす環境変化（法改正・規制緩和・社会状況等）・区民要望・ニーズの変化

３－２　国・都などの方針・基準等に基づき実施するため区の権限が限定的な事業

現状値 目標値 指標
２６年度 ３１年度 担当課

123 ｍ 16,948
(25年度末)

17,139 17,749 23,210 道路課

124 ％ 92.3
（25年度末）

92.3 92.6 ―
都市
計画課

125 件 1,260
（25年）

1,281
（27年）

1,170
（28年）

―
交通
対策課

126 件 473
（25年）

466
（27年）

385
（28年）

―
交通
対策課

施策 31
便利で快適な道路・交通網の整
備

主管部長（課） 土木部長（交通対策課）

関係部長（課）
地域振興部長（地域振興課）、都市整備部
長（都市計画課、まちづくり推進課）、土木
部長（管理課、道路課、施設保全課）

利便性の向上とともに安全性・快適性の視点も取り入れられた交通体系が整備されています。

①安全で環境に配慮した道路の整
備

橋梁の長寿命化及び無電柱化を推進するとともに、都市計画道路を整備すること
により、安全で快適な道路環境の創出を図ります。さらに、生活道路網の充実を
図るとともに、環境負荷低減のため、歩道の透水性、遮熱性に配慮した道路整備
や緑化を一層推進します。

②通行の安全性と快適性の確保

自転車駐車場の整備や放置自転車の撤去、自転車走行空間の整備検討や道路の不
正使用の是正を進めることにより、安全かつ快適な通行空間を確保します。ま
た、交通安全教育を実施することにより、自転車利用者等のルール、マナーの継
続的な普及・啓発を図っていきます。

③公共交通網の充実
区の南北を結ぶ交通網の利便性を高めるため、地下鉄8号線(豊洲－住吉間)の早期
事業化に向け、関係機関との協議・調整を図っていきます。また、区民の移動実
態やニーズを把握した上で、バス網や新交通システムについても検討します。

５年前から現在まで 今後５年間の予測（このままだとどうなるか）

・急速に進む橋梁の老朽化と膨大な更新需要が発生
・東京2020オリンピック・パラリンピックの開催決定
・オリンピック・パラリンピック会場周辺路線無電柱化事
業において、辰巳・東雲地区で事業を実施中
・都内の無電柱化を推進するため、無電柱化推進条例
（案）を含めた「都民ファーストでつくる『新しい東
京』」（平成28年12月）を東京都が策定
・未整備の都市計画道路の早期整備、生活道路網や地域間
ネットワーク化の充実要望
・都市計画道路補助115号線の用地取得が完了し、道路築造
工事を実施中
・東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例制
定、改正（平成25年7月・平成29年2月施行）及び東京都自
転車走行空間整備推進計画の策定に伴う優先整備区間の決
定（永代通り・晴海通り・清澄通り一部）
・自転車利用の増加
・江東区自転車利用環境推進方針の策定（平成28年3月）
・自転車活用推進法の施行（平成29年5月）
・豊洲市場の開場延期
・環状第2号線の工事車両に限定した一部開通
・城東地区の南北交通の充実要望
・既成市街地（深川地区・城東地区）と臨海部を結ぶ交通
手段の充実要望
・交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道の
あり方について」の公表（平成28年4月）
・コミュニティサイクルの実証実験期間の延長（平成30年3
月まで）
・千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区との相互乗り
入れ実験を実施するとともに、区内全域展開に向け新規事
業化

・管理橋梁のうち、建設後50年以上の橋梁が38％を占め、
　道路ネットワークの安全性と信頼性が確保されない。
・豊洲市場開場やオリンピック・パラリンピック競技会場
　整備により通行車両が増加し、さらなる交通安全対策が
　求められる。
・平成28年12月に施行された「無電柱化の推進に関する
　法律」に基づき、多くの自治体で推進計画を策定し路線
　展開していくことが想定される。
・南部地域の発展に伴う人口増加等により、交通量が増加
　するとともに、駅周辺放置自転車が発生する。
・自転車に係る、より充実した施策展開（走行空間・放置
　自転車対策・安全利用啓発・コミュニティサイクル）が
   求められる。
・環状第2号線開通延期により、区内における工事車両等
が増加する。
・高齢者や障害者の移動範囲が限定される。
・既成市街地（深川地区・城東地区）と臨海部間の交通手
   段が充実せず、区内交通網の一体感が失われる。
・放射鉄道路線の混雑状況が解消されない。
・南北交通の利便性が向上しない。
・コミュニティサイクルのエリア拡大が進まなければまち
　の回遊性及び区内の移動利便性が向上しない。

４　施策実現に関する指標 単位 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

無電柱化道路延長（区道）

都市計画道路の整備率

交通事故発生件数

自転車事故発生件数（第1・第2当事者
合計）

現状値 目標値 指標
２６年度 ３１年度 担当課

127 台 1,874
(25年度)

1,405 1,120 1,510
交通
対策課

128 台 20,290
(25年度末)

22,427 21,322 22,910
交通
対策課

129 ％ 59.0 62.2 63.7 66
交通
対策課

５　施策コストの状況

６　一次評価≪主管部長による評価≫

　(1)　施策実現に関する指標の進展状況

　(2)　施策における現状と課題

４　施策実現に関する指標 単位 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

駅周辺の放置自転車数

区内自転車駐車場の駐車可能台数

電車やバスで便利に移動できると思う
区民の割合

※指標のうち、網掛けは長期計画（後期）から新たに追加、もしくは内容を変更したもの
【参考】26年度の指標値　指標123：16,948　指標124：92.3　指標125：1,131（26年）　指標126：379（26年）　指標127：
1,627　指標128：20,370

２８年度予算 ２８年度決算(速報値) ２９年度予算 ３０年度予算
トータルコスト 6,247,577千円 5,918,070千円 6,215,582千円 0千円

事業費 5,552,940千円 5,291,316千円 5,532,793千円

◆区内の橋梁・道路の老朽化により膨大な更新需要が見込まれるとともに、無電柱化や都市計画道路の早期整備が求め
られている。いずれの場合にも、バリアフリー化や耐震化、また遮熱舗装や緑化、ライフサイクルコスト縮減等、環境
負荷低減を視野に入れた計画的実施が重要となってくる。◆平成24・25年度は公共土木施設災害復旧国庫負担金を活用
した東日本大震災による液状化被害の本復旧工事を行ったが、道路復旧は平成28年度に完了した。◆交通事故件数は減
少傾向にあるが、近年、死亡事故を含む重大事故が多発している。◆豊洲市場の開場やオリンピック・パラリンピック
競技会場の建設等に伴う通行車両の増加が予測されることから、交通安全対策の一層の強化が必要である。◆自転車が
公共交通とともに身近な交通手段として重要視されるようになってきている。一方で放置や自転車事故防止などの課題
がある。◆地下鉄8号線（豊洲－住吉間）については、交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方に
ついて」において「国際競争力の強化に資するプロジェクト」に位置付けられ、関係者と費用負担のあり方や事業主体
の選定等ついて合意形成を進めるべきとされた。また、平成28年度より、区の早期整備に向けた積極姿勢を示し、国や
東京都等との合意形成を一層促進させるため、江東区地下鉄8号線建設基金の積立額を5億円から10億円に増額した。事
業化に向けては、関係者間での合意形成が不可欠である。その他バス網や新交通システムについても区民の移動実態や
ニーズを把握した上で、検討していく必要がある。◆コミュニティサイクルについては平成28年2月より千代田区、中
央区、港区との相互乗り入れ実験を開始したことに加え、平成28年度に新宿区・文京区も参入した。今後は更なる広域
化に向けた具体的な検討及び課題点の整理が必要である。また、今後、区内における計画的なエリア拡大を図るため、
ポート用地の確保を確実に行っていく必要がある。

人件費 694,637千円 626,754千円 682,789千円

【指標123】平成26年度に東京オリンピック・パラリンピック会場周辺路線無電柱化事業の予備設計を完了しており、
平成29年度より本体工事に着手している。また、仙台堀川公園周辺道路においては平成30年度より設計を実施する予定
である。亀戸地区は平成27年度に完了し、無電柱化が着実に進んでいる。
【指標124】都市計画道路は、極めて重要な基盤施設であることから、「第四次事業化計画」を定めて事業を進めてお
り、今後もその方針に基づき整備が行われる。
【指標125】交通安全啓発事業の推進により、交通事故件数は平成27年は1,281件であったが、平成28年は1,170件と大
幅に減少した。
【指標126】自転車の第1当事者（加害者）数が平成27年は88件であったが、平成28年は65件と減少した。自転車事故
件数は平成28年は前年に比べ減少したが、都内市区町村別との比較では本区の発生件数が多いことから、自転車利用者
へのルール・マナー普及啓発の強化や自転車通行空間の早期整備が重要といえる。
【指標127】駅周辺を自転車放置禁止区域とし、重点的に放置自転車の撤去を行っている。駅周辺の放置自転車数は減
少傾向にあり、指標の目標値達成に向け、効果を上げているといえる。
【指標128】平成27年度に江東区豊洲駅地下自転車駐車場を開設し、南部地域の自転車駐車場の駐車可能台数の確保が
進んだ。平成28年度から老朽化した亀戸駅東口自転車駐車場の建替え工事を行っている。そのため一時的には平成28年
度の駐車可能台数は減っている。改修後はオートスロープを設置し、支払いに交通系電子マネーに対応することで利用
者の利便性の向上を図る。また、自転車駐車場の管理運営に従前から引き続き指定管理者制度を活用して、効率的、か
つ効果的な機器やスペースの有効利用を行うことで、駐車可能台数の増えた自転車駐車場もあり、目標値の達成に向
け、着実に進展しているといえる。
【指標129】平成28年度は臨海部を中心にバス路線の増便等充実が図られ、調査結果は前年度よりやや上昇した。本区
の公共交通機関のうち最も分担率の高い鉄軌道について、平成28年度中の新設や大幅なサービスレベル向上は行われ
ず、今後は概ね横ばいで推移すると考えられる。



　(3)　今後５年間の施策の取り組みの方向性
◆老朽橋梁の増大に対し、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、ライフサイクルコストを縮減した修繕を行う。◆無電柱化
を推進し、災害に強い快適な歩行空間の確保を図る。◆老朽道路の改修時には、バリアフリー化を推進し、遮熱舗装や
緑化の充実により環境対策を図っていく。◆未整備の都市計画道路について、早期整備に努める。◆交通管理者である
警察署及び交通安全協会、学校等と連携して交通安全啓発事業を実施し、引き続き交通事故の減少を目指していく。◆
江東区自転車利用環境推進方針に則り、「まもる（ルール・マナーの普及啓発）」「はしる（通行環境）」「とめる
（駐車環境）」を軸としたハード・ソフト両面における自転車利用環境整備を推進し、引き続き自転車事故の減少を目
指していく。◆効果的・効率的な撤去体制により、引き続き放置自転車の減少を目指していく。◆南部地域の開発等に
あわせ、駅周辺の自転車駐車場を整備し、放置自転車が発生しないように努める。また、自転車駐車場の整備にあたっ
ては、多様な整備運営手法を検討・導入していく。◆路線バスなど他の交通の状況をふまえながら、コミュニティバス
事業の今後のあり方を検討する。◆鉄道、バス等の交通事業者と粘り強く協議を重ね、利便性の向上を図っていく。特
に地下鉄8号線（豊洲ー住吉間）については、早期事業化を目指し、東京都や営業主体と想定される東京メトロなどの関
係機関との合意形成を図っていく。◆コミュニティサイクルの運営方法や事業収支状況の検証を行うとともに、区内全
域展開に向けたポート設置等の取組を推進していく。また、今後の更なる広域化に向けた具体的な検討及び課題点の整
理を行っていく。



≪参考≫　平成27年度　行政評価（二次評価）結果

施策 31
便利で快適な道路・交通網の整
備

主管部長（課） 土木部長（交通対策課）

関係部長（課）
地域振興部長（地域振興課）、都市整備部
長（都市計画課、まちづくり推進課）、土木
部長（管理課、道路課、施設保全課）

平成28年度　行政評価（二次評価）結果

・各種施設の整備・改修について、昨今の労務費の上昇等による影響を十分に考慮した上で、長期計画に掲げ
た整備・改修計画の着実な実施を図るとともに、ライフサイクルコストを十分検討し、コストの縮減に取り組む。【土
木部】

・無電柱化事業については、整備対象と優先順位を明確にしたうえで整備を進める。【土木部】

・引き続き地下鉄8号線延伸事業の早期実現に向けた取り組みを進めるとともに、区内の公共交通に関する区民
の移動実態やニーズを把握し、利便性の向上に向けた関係機関との協議・連携を強化させる。【土木部】

・国や都と連携し、自転車を利用しやすい環境の整備を進めるとともに、引き続き自転車利用者の事故防止やマ
ナー向上に取り組む。また、コミュニティサイクルの今後の展開については、現在実施している実証実験を引き続
き検証し、検討を進める。【都市整備部・土木部】

・各種施設の整備・改修について、昨今の労務費の上昇等による影響を十分に考慮した上で、長期計画に掲げ
た整備・改修計画の着実な実施を図るとともに、ライフサイクルコストを十分検討し、コストの縮減に取り組む。【土
木部】

・無電柱化事業については、整備対象と優先順位を明確にしたうえで整備を進める。【土木部】

・引き続き地下鉄8号線延伸事業の早期実現に向けた取り組みを進めるとともに、区内の公共交通に関する区民
の移動実態やニーズを把握し、利便性の向上に向けた関係機関との協議・連携を強化させる。【土木部】

・国や都と連携し、自転車を利用しやすい環境の整備を進めるとともに、引き続き自転車利用者の事故防止やマ
ナー向上に取り組む。【土木部】

これまでの取り組み状況

①

②

③

④

⑤

各種施設の整備・改修計画の着実な実施とライフサイクルコストの検討やコスト縮減

取
り
組
み

　老朽化の進んだ亀戸駅東口自転車駐車場について、平成28年度より建替え工事を実施。建て替え工事
等を指定管理者の負担で行うことにより区負担の削減を行った。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

自転車駐車場管理運営事業

無電柱化事業の整備対象と優先順位の明確化

取
り
組
み

これまで、平成20年度の「江東区無電柱化基本計画策定報告書」を参考に、富岡地区・都市計画道路補
助199号及び200号線・豊洲五丁目・亀戸三丁目で無電柱化事業を実施した。また、現在は都市計画道路
補助115号線とオリンピック・パラリンピック会場周辺路線で無電柱化事業を実施している。
今後は、平成28年12月に施行された「無電柱化の推進に関する法律」や都の無電柱化に関する要綱等を
踏まえ、優先順位等を明確化した推進計画を策定していく方針である。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

地下鉄8号線延伸事業への取り組みと区内公共交通に関する実態把握

取
り
組
み

平成28年4月に公表された交通政策審議会答申「東京圏における今後の都市鉄道のあり方について」に
おいて「国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクト」に位置付けられ、関係者間で「費用
負担のあり方や事業主体の選定等について合意形成を進めるべき」とされたことから、　「東京8号線(豊洲
～住吉間)整備計画策定調査委託」を行うとともに、「東京8号線(豊洲～住吉間)延伸に関する懇談会」を
開催し、関係機関の意見を踏まえながら、整備計画の深度化を図った。また、区内公共交通に関する実態
把握については、公表されている統計データ等の分析を行っている。引続き、実態把握に努めるとともに、
関係機関との連携を強化していく。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

自転車を利用しやすい環境整備と利用者の事故防止やマナー向上

取
り
組
み

事故遭遇率や違反率が高い高校生や一般成人層への普及啓発活動を強化するため、中学生を対象に実
施していたスタントマン活用自転車安全教室を、区内都立高校においても実施し、高校生・一般参加者の
参加受け入れを始めた。また、偶数月の区報で自転車ルールを紹介するコラムを掲載し、ルール・マナー
の啓発を行った。
自転車通行ネットワークの早期構築を目指し、平成28年度は東陽町駅周辺と砂町北部周辺の区道に対
し、自転車通行空間を整備した。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

自転車通行空間整備事業

コミュニティサイクルの実証実験の検証と今後の展開

取
り
組
み

コミュニティサイクルを多角的に検証するため、電動アシストの導入や貸出返却システムの変更の他、区
境を越えた相互乗入れ実験も行っている。また、当初区内臨海部を展開地としていたが、順調な利用者の
増加を受け、平成28年度より新規事業化し、今後区内全域での展開をめざし、さらなる推進を図っていく。

【新たな取り組みを行った事業】 【見直した事業】

コミュニティサイクル推進事業（平成28年度より
新規事業化）


